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剛
一
品
鬼
一
日
現
在
で
選
挙
人
名

問
綴
の
巡
綴
後
縁
者
行
な
い
ま
す

輔
が
、
と
れ
に
先
だ
っ
て
、
古
一
同
月

酔
一
日
告
ま
で
比
滋
殺
人
各
柑
樽
鐙
録

酔
の
出
申
し
出
の
る
つ
た
だ
の
う
ち

噺
翁
簿
に
殺
録
さ
れ
る
資
格
殺
者

嘩
十
円
悶
ま
で
に
淡
定
し
ま
す
a

時

eζ

の鴇路神檎
mw
決
定
に
つ
い
て

暗
は
、
一
一
一
向
月
刊
時
制
骨
骨
部
泊
中
関
に
し

哨
て
後
二
十
才
以
上

κな
る
殺
で

輔
窓
際
w
h

一
ニ
ヶ
月
以
上
の
陥
結
後
納

醐
級
者
符
す
る
と
と
の
要
件
を
徽

叫
え
て
い
る
方
で
す
。
す
な
わ
ち

嗣
縞
和
二
十
二
修
一
一
一
閥
均
一
一
日
ま
で

脚
民
生
れ
た
方
で
、
作
俸
の
十
一
一

脚

主
γ

日
以
秘
か
ら
引
き
警
ゑ

鞘
附
叫
に
絞
ん
で
い
る
と
と
を
条
伶

酔
民
、
晴
雄
添
人
食
柑
持
獲
録
有
資
総

』
問
者
ξ
し
て
定
め
ま
す
。

噛
選
挙
管
蔵
委
員
会
で
は
、

E

噸
の
融
問
神
間
者
と
し
て
定
時
貯
た
中
々
の

鞠
災
名
、
住
所
を
間
部
強
制
し
た
議
犠

晴
人
名
簿
器
級
さ
ん
に
縦
覧
い
た

喝
し
ま
す
α

闘
争
制
朗
自
は
、
三
月
十
一
日
か
ら

判
一
同
一
月
二
十
畏
ま
で
の
十
続
開
閉
で

哨
念
縦
、
E
M

調
鳴
に
か
か
わ
ら
ず
、
八

永
久
選
挙
人
名
簿
の
従
覧

3
月
日
日
か
ら

3
月
凶
日
ま
で

納税のおねがい

lilJの警製薬が円f号におとなわれるには、やはち

みなさんのご協力がなくてはできません。

間I季語iまきめちれた剣悶f'llとおさぬるようおね

がいLますg

タ
行
者
も
交
滋

規
則
暁
管
内
吋
ろ
う

毎
月
十
震
は
炎
議
出
凪
点
滴
阪
で

す
。
ふ
父
議
事
故
を
必
く
そ
う
と

い
う
の
は
、
わ
た
く
し
た
ち
の

綴
い
な
の
で
す
。
千
葉
県
と
し

て
も
疑
終
嫁
ぐ
る
み
に
な
っ
て

腕
吋
一
一
一
十
分
か
ら
五
時
ま
で
、
品
執

係
予
防
俊
樹
櫛
及
び
布
佐
、
出
掛
品
品

交
演
で
お
閥
持
品
u
い
た
し
ま
す
。

と
れ
に
よ
っ
て
汲
絞
殺
制
献
を

し
た
万
は
、
四
月
十
五
甘
口
に
鴻
y

ゆ
比
さ
れ
て
い
る
、
蒸
気
事
、
嗣
崎

議
会
級
制
内
閣
雄
挙
か
ら
本
町
で
投

酋
罰
が
で
き
ま
す
。

去
る
一
時
丹
市
W

脚
間
後
、
町
議
会

議
員
補
欠
選
挙
及
び
燦
噛
織
的
榔
滋

附
間
選
挙
の
絡
は
、
名
簿
氏
四
戦
っ

て
い
な
か
っ
た
容
で
、
乙
の
滋

初
期
総
雌
帰
さ
れ
る
続
伸
惜
袈
件
汁
を
世
間

え
て
い
る
方
は
脇
村
に
、
と
の
際

渓
挙
人
名
簿

κ認
を
滋
し
て
く

だ
さ
る
よ
う
詰
緩
い
し
ま
す
。

な
一
月
の
途
お
登
録
時
吋
民
漏
れ

て
し
ま
い
ま
す
と
、
選
挙
の
時
吋

花
山
申
し
出
向
き
れ
て
も
修
氏
が
滋

来
ま
せ
ん
命
縫
っ
て
、
九
時
片
一
円
同

調
掛
獲
で
同
行
な
う
退
加
畿
銀
臨
吋
ま

で
滋
数
人
名
簿
に
資
録
さ
れ
な

い
と
い
う
と
と
犯
な
ち
ま
す
。

私
た
ち
の
も
つ
務
副
刊
で
あ
る

選
挙
権
志
、
明
磁
幾
人
務
総
w
h

登

録
き
れ
て
い
て
始
め
て
、
仙
税
制
措

と
い
う
緩
お
の
お
使
が
で
き
る

ず
る
殺
に
が
〈
巡
滋
餓
の
掴
概
念
が

乏
し
か
っ
た
た
め
に
起
き
た
場

合
も
あ
与
ま
す
。

ζ

の
よ
う
に
挙
後
の
綴
吋
の

鈴
弱
者
は
自
動
背
中
鰯
授
け
で
な

く
、
修
行
者
間
関
に
も
時
期
国
闘
が
あ

る
の
で
す
。

の
で
す
J
O

ζ

の
滋
い
機
制
柑
も
、
全
て
の

権
利
と
隠
線
総
務
a
b
伴
っ
て
お

り
ま
す
。
か
な
ら
ず
自
分
の
名

曲
刑
日
炉
、
気
持
南
花
繍
っ
て
い
喜
一
か

特錦
弔 慰 金

ど
う
か
を
織
か
め
て
お
き
ま
し

ょ
う
。~/i':J 1窓器内ず

/ 
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支
給
範
囲
が
拡
大

戦
没
者
の

削
問
山
朝
間
間
十
年
七
月
十
六
同
開
発

行
の
、
広
刺
殺
あ
ぴ
E
に
よ
ち
h
府

知
与
ぜ
い
た
し
ま
し
た
が
、
畿

没
者
の
遼
耕
民
化
対
す
る
終
総
務

制糊品思
A
W
支
給
法
が
、
燃
が
欄
間
十

一
阿
部
問
問
閥
均
一
日
か
ち
、
次
の
よ

う

κ波
注
き
れ
ま
し
た
の
で
、

h

抑
制
州
ら
牧
い
た
し
ま
す
。

支
給
線
開
閉
A
W
放
火

ー
、
改
正
油
部
時
休
、
阪
和
二
十
七

加
時
間
関
月
一
門
口
よ
ち
市
慰
金
が
中
失

跡
開
き
れ
た
滋
族
に
だ
け
、
脇
村
刷
出

場
制
儲
品
調
以
炉
支
給
S
れ
て
お
ち
ま

し
た
が
、
務
総
点
縮
交
級
車
骨
以
外

の
遺
族
で
も
、
総
務
開
間
十
縁
側

同
均
一
日
現
在
で
公
務
狭
効
創
刊
な

ら
で
し
ょ
う
か
。
歩
行
者
は
た

え
ず
身
を
総
数
に
き
ち
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。

自
分
自
同
島
却
の
向
却
の
附
悶
与
を
波

穏
期
開
く
、
み
き
わ
め
て
滋
行
ず

る
よ
う

κ心
掛
け
る
ζ
と
が
火

間判明、す。

ほ
ん
の
一
爵
の
間
関
mw
一小波榔舶

が
絞
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
多

く
の
不
満
申
告
白
w
h
ワ
似
し
て
お
り

ま
す
。ま

た
ζ
の
一
壌
放
に
よ
押
印
第
}

間
期
国
事
官
だ
け
で
な
く
w
離
脱
制
反
応

ど
を
受
給
し
て
い
な
い
遺
族
。

君
、
柚
柄
拘
問
中
官
の
死
亡
の
日
か

ら
、
開
蛸
臼
相
即
間
十
年
間
間
mm
ゴ
目
ま

で
の
弱
火
、
濃
淡
以
外
の
人
と

附
用
銀
し
、

ζ
れ
を
然
消
し
て
腕
戦

没
者
死
亡
の
自
に
晶
憎
し
た
、
出
向

κ復
し
て
い
る
遺
態
。

支
払
和
開
制
般
の
後
援

ー
、
岡
間
町
刊
劉
ム
?
年
制
同
時
三
日
に

お
い
て
、
埼
品
位
献
が
後
補
間
不
問
開
明
、

開
Mn以
後
間
引
描
腕
き
ニ
線
以
上
波

叫
刊
本
開
明
の
眠
宏
司
法
、
次
開
明
伎
の

瀦
銀
広
務
執
如
き
れ
る
E
と
に
な

h
ま
し
た
。

な
を
4

許
制
制
に
つ
い
て
は
、
役

場
経
会
に
お
間
開
会
せ
下
き
い
。

出
国
分
一
人

の
不
注
怒
が
と
の
よ
う
に
一
ニ

震
、
四
震
の
ふ
〈
謝
申
放
脅
松
山
み
織

す
と
と
を
考
え
て
み
た
い
も
の

で
す
。と

れ
か
ら
、
本
町
の
主
泰
一
議つ

館
再
検
料
世
官
級
め
ら
れ
年
金
者
お
よ
ほ
ず
じ
と
が
必
縫
い
と
問
時
わ
れ
ま
す
が
、
耐
用
鰭
免
手
続
き
脅
し
て
緩
め
て
も
ら
い

な
い
人
の
た
め
に
で
あ
る
と
い
う
努
え
か
ち
録
後
徐
に
つ
い
て
は
、
核
保
険
綾
の
き
え
す
れ
ば
将
来
線
ゑ
が
受
け

制
約
者
免
臨
押
す
る
状
朗
酬
が
殺
げ
ら
山
申
し
山
叫
に
よ
っ
て
免
臨
附
す
る
絞
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
、
約
め
ら

「
傑
険
料
免
除
制
制
度
い
れ
、
免
除
さ
れ
て
も
将
来
年
金
総
で
あ
ち
、
被
保
験
者
が
ま
だ
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
放
っ
て

市
内
々
取
し
ぶ
ば
り
ま
す
が
、
国
が
受
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

ζ
の
後
回
艇
を
よ
く
顔
解
し
て
い
お
く
ζ
と
が
な
い
よ
う
、
必
ず

民
鋭
・
食
肉
即
時
間
約
は
今
年
の
…
月
い
ま
す
。
な
い
ぶ
な
ど
か
ら
、
絞
め
ち
れ
役
場
祭
会
即
時
明
、
手
銃
器
を
し
て

か
ら
否
問
機
開
期
さ
れ
て
浅
間
関
才
乙
の
免
叫
憾
に
は
、
仲
間
絡
で
き
会
い
ま
ま
放
機
し
で
あ
る
後
世
一
く
ど
き
い
。

ま
で
の
入
が
一
一
明
日
開
問
、
双
十
笈
め
ら
れ
た
要
件
に
鵠
執
務
し
綴
容
が
、
穏
当
数
い
る
の
で
は
な

才

望

奇

人

が

二

百

五

十

一

行

総

泌

さ

え

す

い

か

と

附

服

感

議

免

除

要

件

の

綴

饗

め

て

い

に

だ

く

と

と

に

な

ち

ま

れ

ば

、

気

一

一

わ

れ

て

い

し

た

。

時

附

さ

れ

る

い

知

っ

て

お

き

た

い

一

ま

す

。

ま

て

惑

が

な

い

と

き

。

と

れ

ば

皆

え

妥

2
各
場
合
〈
終
…

t
ノ

唱

、

，

{
1
1

…

た

産

相

円

二

、

襲

警

喜

や

そ

の

年

金

が

、

章

一

泌

す

議

申

此

免

除

)

一

国

民

年

金

一

語

警

家

族

主

翼

護

の

数

寄
れ
た
た
あ
、
そ
れ
を
ま
か
な
さ
約
め
一

l
i
d
-
…
れ
た
ζ
と

帯

問

、

皇

室

誌

な

ど

う
間
体
後
判
官
増
額
き
れ
た
も
の
ら
れ
な
い

i
i
l
i
l
i
e
s
-
i
j
i
l
-
-
Kよ
号
、
を
ゆ
つ
け
て
い
る
と
き
。

で
す
。
察
機
器
削
州
樹
ゆ
え
出
市
議
し
て
、
免
い
ま
ま
明
、
は
約
め
ら
れ
た
が
今
立
一
、
総
一
方
税
法
に
よ
る
潔
盟
百

と
ζ

ろ
で
附
闘
問
問
得
金
探
検
制
特
除
さ
れ
る
機
会
〈
取
締
硝
免
除
}
後
政
絞
め
ら
れ
な
い
人
も
山
尚
て
設
ま
た
は
、
官
錦
織
で
あ
つ

は
比
較
的
約
め
や
す
い
会
議
で
の
二
つ
が
あ
き
ま
す
。
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
て
年
閣
の
所
後
の
二
十
糊
闘

す
が
そ
れ
で
も
な
お
、
な
か
K

法
定
免
品
開
に
つ
い
て
は
、
後
次
に
上
げ
る
事
務
は
、
府
綴
万
m
口
以
下
で
あ
る
と
き
。

は
係
機
材
円
寄
約
め
ち
れ
れ
怯
い
人
鳩
年
余
録
で
大
体
該
当
者
寄
っ
し
て
免
除
き
れ
る
場
合
の
蝉
榊
剖
質
問
問
、
そ
の
偽
保
険
制
特
を
抽
閉
め

も
お
り
、
滋
悶
民
総
ム
識
で
は
と
の
か
か
ζ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
で
す
が
、
い
ヂ
れ
の
場
合
で
あ
る
と
と
が
馨
し
く
麹
懇
で

よ
う
な
人
た
ち
に
と
そ
、
将
来
る
ま
ち
も
れ
て
い
る
人
は
い
な
っ
て
も
縦
断
郎
副
怨
念
保
険
制
拘
は
、
あ
る
と
き
。

題

。

口

頭

で

取

し

山

山

を

す

る

だ

け

で

③
公
共
施
設
の
毅
鵬
閥
、
時
間
滋
議
類
な
ど
は
い
り
ま
甘
ん
。

〈
吋
経
路
建
設
、
一
時
間
川
改
修
、
ま
た
後
創
刊
で
行
な
っ
て
い
ま

ゑ
柏
崎
改
良
、
学
校
施
設
等
〉
ず
。
な
お
、
毎
月
お
と
な
っ
て

お
、
検
泌
総
滋
懇
の
栓
会
福
祉
い
る
行
淡
巡
闘
相
相
談
法
、
都
合

問

題

。

に

よ

h

ツ
今
月

κか
ぎ
ち
中
止
い

行
政
苦
組
摘
の
桐
制
緩
は
本
人
が
た
し
ま
す
。

結
核
患
者
を
対
象

職
能
訴
錦
入
所
者
募
集

結
後
患
者
を
対
曲
鮮
と
し
て
、
倒
へ
の
徒
指
過
密
際
的
と
し
た
も
の

復
潟
托
あ
る
者
の
後
余
淡
湖
一
暑
で
、
港
気
科
〈
う
世
オ
・
テ
レ

促
進
す
る
飽
設
と
し
て
、
前
線
ど
〉
、
洋
裁
科
、
学
祭
料
〈
糊
麟

務
総
総
即
時
に
ヂ
葉
県
後
保
波
町
舗
数
〉
、
孔
版
h

タ
イ
プ
相
料
、
工
機

明
暗
所
が
あ
ち
入
部
間
容
を
募
集
し
制
約
〈
品
問
符
〉
、
経
摺
担
割
特
な
ど
を

て

お

り

ま

す

。

各

割

判

κ等
級
鎖
措
暗
闘
貝
を
お
き
制
剤

ζ

の
後
師
陣
紺
税
一
例
で
は
、
途
切
線
し
ま
す
。

な
健
康
呂
田
怒

κよ
っ
て
機
減
却
を
入
所
希
謹
一
番
は
、
総
会
潮
時
綴

蹴
仰
ぎ
体
力
を
熔
義
し
、
保
許
せ
て
経
係
か
、
官
思
議
位
制
支
出
口
叫
叫
ん
制
緩

綴
総
鋭
敏
を
行
な
い
技
会
後
綴
校
側
綿
花
開
問
い
合
せ
て
〈
だ
$
h
v

行

政

上

の

は

相

談

員

へ

我
孫
子
町
は
渡
辺
重
氏

な
っ
て
い
支
す
。

相
朝
刊
紙
は
毎
週
日
開
閉
門
同
夜
祭
で

お
ζ
怠
っ
て
い
ま
す
。

例
制
緩
に
応
ず
る
出
口
容
は
次
の

と
お
ね
れ
ソ
マ
寸
4
0

①
、
許
…
町
、
総
々
の
抑
批
遂
あ
っ

せ
ん
。

φ
、
臨
時
地
の
移
転
、
紙
同
川
、
銭

制
附
件
は
ど
の
開
問
題

E

品w滋
鉄
線
点
滅
、
恩
給
の
受
給
時
間

国
桝
の
行
政
な
ど
民
つ
い
て
、

不
平
苧
不
泌
を
も
っ
て
い
る
人

淡
の
た
め
に
、
行
夜
祭
開
嶋
向
け
で

は
行
附
帆
税
問
機
抑
制
的
問
業
務
と
し
て

そ
の
抽
出
情

っ
て
い

ま
す
。孜

孫
子
跨
で
は
渡
辺
借
地
さ
ん

〈
弁
務
支
・
我
孫
子
三
一
二
七

務
総
〉
が
行
政
治
商
務
相
談
員
に

佐
官
邸
銭
が
ム
京
商
品
則
氏
斡
御
淡
き
れ

る
と
交
通
援
が
品
一
四
掛
織
に
綴
加
し

務
総
は
、
制
撤
夜
以
上
の
ス
ピ
l

F
で
務
総
絡
を
滋
ち
抜
け
る
で

し
ょ
う
か
ち
、
・
お
た
く
し
た
ち

キ
&
、

合
主

被
災
の
側
聞
い
で
あ
る
尚
武
官
職
安

全
は
わ
た
く
し
た
ち
の
手
で
出
掛

ち
あ
げ
交
泌
務
放
総
滋
民
心
錨

げ
ま
し
ょ
う
。
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ι町
一

昨

Y
誠
一
事
故
の
原
留
と
い
え
ば

間
一
と
か
く
途
総
括
T
州
開
だ
け
非
難
の

醐
~
対
象

κお
れ
が
ち
で
す
が
、

ζ

同
一
の
寅
授
が
、
ス
ぽ
i
F
を
持
つ

哨
一
た
自
動
家
や
附
相
対
闘
い
戦
樹
中
畑
憾
に

糊
い
あ
る
と
は
開
問
ち
ま
せ
ん
。
品
常
時
日

叫
一
品
官
げ
炉
内
入
遂
の
規
則
壱
守
ら
々
か

e

ム
父
滋
一
挙
哉
の
恐
ろ
し
古
は
、

吋
一
っ
た
た
め
托
起
き
た
議
会
主
み
テ
レ
ピ
、
判
明
脇
陣
な
ど
で
、
よ
く

陣
一
号
、
ま
に
、
滋
践
の
柿
壁
掛
闘
が
不
分
か
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ち

噌
一
十
分
で
あ
っ
た
与
、
炎
捕
脱
出
品
会
ず
豪
放
が
綴
織
し
て
い
る
の

噌
一
怒
殺
の
不
線
、
滋
ね
托
織
機
物
は
、
わ
た
く
し
た
ち
の
交
理
嶋
前
置

蜘
…
が
あ
っ
た
た
め
の
総
合
、
滋
行
ゑ
忍
怒
が
行
き
緩
い
て
な
い
か

仲
枕
濃
淡
公

け
る
予
突
で
す
の
で
ζ
れ
に
つ

い
て
も
じ
協
力
く
だ
き
い
e

な
お
、
住
間
薦
議
添
に
つ
い
て

の
P
・
良
尽
印
刷
柄
数
に
つ
い
て

も
隠
じ
と
ろ
該
当
日
家
庭
托
お
問
掛

け
し
ま
す
か
ち
段
く
議
ん
で
く

だ
吉
い
。た

ず
ね
人

我
孫
子
二
五
一
ニ
ス
務
総
〈
際

協
の
一
一
〉
に
お
住
ま
い
の
気
隊

綾
子
事
ん
の
お
鳴
を
と
存
じ
の

官
が
は
、
校
総
総
務
輔
綿
絞
M

門会一示

再
開
ち
ま
で
お
加
知
名
付
町
下
古
い
。

四
月
一

め
て
い
る
、

衆
は
、
…
ぷ
出
品
中
村
町
か
ら
下
旬
に

か
け
て
、
新
し
い
伎
屈
曲
表
一
一
本
記

必
要
な
後
即
時
時
脱
水
抑
制
奇
、
時
以
h
ソ

品
叩
け
る
曲
作
議

κは
い
ち
ま
す
が

そ
の
と
き
に
民
家
の
ブ

m
ッ
ク

へ
い
々
ど
を
利
尽
き
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
む
協

力
く
化
窓
い
。
ま
た
各
一
戸
別
の

住
居
申
誠
一
ぷ
に
必
援
な
、
住
話
番

号
表
示
毅
も
腕
附
じ
ζ
ろ
取
ち
付



( 2 )一一一一

生
活

盤側

利治
子:百

型金
提な
でと

干の
付 一

部
を

我
孫
子
町
社
会
福
利
協
議
会

で
は
、
次
の
要
項
に
設
当
す
る

家
庭
に
無
利
子
、
無
担
保
で
生

活
資
金
、
災
害
資
金
な
ど
の
一

部
を
貸
付
け
し
て
い
ま
す
。

償
還
期
間
は
、
拐
罰
則
闘
終

了
の
次
の
月
か
ら
、
最
低
二
ヶ

月
最
高
十
ヶ
月
以
内
に
償
還
す

る
よ
う
貸
付
け
の
種
類
に
よ
り

わ
か
れ
て
い
ま
す
。

資
金
の
種
類

1
、
災
害
資
金
(
不
測
の
災
害

を
う
け
た
世
帯

ι対
寸
る
家

計
、
衣
料
、
そ
の
他
生
計

κ必

要
な
経
費
)
一
万
円

2
、

家

屋

補

修

金

(

最

少

限

度

な

ど

の

相

談

。

の
家
屋
等
の
補
修
に
必
要
な
経

5
、
児
。
廷
を
購
全
に
育
て
る
た

費

〉

「

万

円

め

の

保

護

対

策

。

3
、
教
育
資
金
(
学
校
教
育
を

6
、
低
金
利
貸
付
資
金
制
度
の

う

け

る

の

に

必

要

な

経

質

)

↓

一

一

利

用

の

栴

談

。

千
円

7
、
無
殿
町
叫
明

4
、

生

活

資

金

(

生

活

保

護

法

以

上

の

ほ

か

、

地

域

の

皆

さ

に

基

づ

く

保

護

申

請

か

ら

保

護

ん

の

福

出

向

と

の

た

め

、

福

祉

費

交

付

ま

で

の

期

間

に

お

け

る

事

務

所

、

そ

の

他

関

係

機

関

の

応

急

的

に

要

す

る

経

費

お

よ

び

業

務

に

協

力

し

て

い

ま

す

。

望
号
、
ま
た
今
後
は
ど
の
収
入
が
扶
養
親
族
五
人
の
場
幻

一
所
得
制
限
に
よ
る

ー
な
る
で
し
ょ
か
。
で
七
十
一
万
千
四
百
円
以
上
あ
・

一

年

金

停

止

訂

日

っ

た

た

め

支

給

さ

れ

な

か

っ

た

一

一

「

問

』

福

祉

年

金

は

、

す

べ

て

国

庫

も

の

で

す

。

一

一
私
の
妻
は
、
所
得
制
限
に
よ
負
担
の
た
め
閣
の
財
政
上
い
ろ
し
か
し
今
回
の
法
改
正
に
よ
一

一
っ
て
福
祉
年
金
を
も
ら
え
ま
せ
い
ろ
な
支
給
制
度
が
あ
り
、
扶
り
乙
の
福
祇
年
金
の
所
得
制
限
一

一
ん
が
、
扶
養
者
民
一
定
の
収
入
養
義
弱
者
の
収
入
に
よ
る
支
給
の
範
囲
に
つ
い
て
は
扶
養
親
族
一

一
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
支
給
俸
制
限
も
そ
の
一
つ
で
す
。
た
し
五
人
の
場
合
で
八
十
一
万
七
千
一

一
止
に
な
っ
て
も
扶
養
者
に
、
ょ

C
J
Y
R

か
に
年
金
で
あ
五
百
円
ま
で
引
上
げ
ら
れ
た
一
一

一
ほ
ど
の
理
解
の
な
い
限
り
、
毎
司
諮
る
限
り
所
得
制
方
各
年
金
も
そ
れ
ぞ
れ
二
千
四
一

一
月
年
金
に
相
当
す
る
だ
け
の
小
よ
京
限
が
な
い
ζ

と
百
円
増
額
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
一

一
遣
は
も
ら
え
ま
せ
ん
o

月
額
千
:
九
私
的
が
望
ま
し
い
の
従
来
夫
婦
の
一
方
が
障
害
福
祉
一

一
円
な
に
が
し
の
金
で
も
老
人

ι
ι
汗
年
で
す
が
、
福
祉
年
金
他
方
が
老
令
福
祉
年
金
を
一

τて
み
れ
ば
大
き
な
魅
力
で

f三
段
年
金
は
無
奥
山
向
受
け
て
い
る
地
合
の
省
令
悩
祉
一

一
す
o

「
所
得
制
限
を
揃
廃
し
て
よ
面
年
金
の
た
て
前
年
金
の
三
千
円
支
給
停
止
も
去

一
ほ
し
い
」

ζ
ん

な

と

と

を

い

う

宗

安

か

ら

、

扶

養

義

止

さ

れ

ま

し

た
υ

と
の
よ
う
に
一

一
老
人
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
務
者
K
一
定
額
以
し
し
の
所
得
の
福
祉
年
金
の
改
持
い
今
後
一
川
何
一

一
ょ
う
か
o

収
入
の
多
少
に
か
か
あ
る
人
は
遠
慮
し
て
い
百
く
刊
誌
れ
取
引

J
J
w一

一
わ
ら
ず
全
部
の
老
人
が
旧
民
金
を
と
と
に
な
っ
て
い
ま
す
は
、
先
の
理
由
等
托
よ
り
撤
廃
一

一
い
た
・
た
き
、
共
に
喜
び
あ
え
る
あ
な
た
の
配
偶
者
の
場
合
は
ま
で
は
無
理
と
し
て
も
、
大
巾
一

一
よ
う
な
制
度
に
し
て
ほ
し
い
と
昭
和
四
十
年
度
分
の
定
時
の
所
な
所
得
制
限
の
緩
和
の
方
向
は
一

官
い
ま
す
。
福
祉
年
金
の
所
得
得
状
況
屈
に
記
載
さ
れ
た
昭
和
ま
す
ま
す
拘
く
な
与
も
の
と
考
一

日
限
は
い
く
ら
の
収
入
ま
で
制
三
十
九
年
申
ー
に
お
け
る
長
男
の
え
ら
い
リ

r
i
l
-
-し
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病
気
等
の
事
故
の
た
め
一
時
的

K
収
入
を
失
っ
た
世
帯
が
応
急

的
尺
裂
す
る
経
費
)
六
千
円

5
、
支
度
資
金
(
生
業
の
た
め

の
支
度
比
要
す
λ
経
由
民
〉
六
千

円B
、
帰
宅
資
金
(
浮
浪
品
目
の
帰

郷
旅
費
お
よ
び
食
費
に
必
要
な

経
費
)
一
一
千
円

7
、
身

ωま
わ
り
資
金
(
漏
出
回

ま
た
は
社
会
禄
祉
施
設
に
入
る

古
の
身
の
ま
わ
り
品
、
そ
の
他

必
艇
は
終
費
)
一
一
一
千
円

日
、
手
帳
交
付
申
請
資
金
(
身

体
隊
内
行
そ
の
他
の
一
縞
祇
関
係

手
侠
交
付
巾
請
の
た
め
の
診
断

書
お
よ
び
写
真
な
ど
の
取
得
に

要
す
る
経
費
〉
千
円

借
入
の
手
続

福
祉
資
金
の
貸
付
を
受
け
よ

う
と
す
る
人
は
、
そ
の
居
住
地

を
剖
担
当
す
る
民
生
委
員
の
意
見

を
添
え
て
、
我
孫
子
町
社
会
福

設
協
議
会
へ
お
申
し
込
み
下
吉

、。L
 な

を
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、

我
孫
子
商
社
会
福
祉
協
議
会

〈
役
渇
社
会
課
内
〉
ま
た
は
、

各
地
域
担
当
の
民
生
委
員
に
お

た
ず
ね
下
さ
い
。

民
生
委
員
の
仕
事
の
内
容

町
に
は
、
現
在
四
十
一
名
の

民
生
委
員
が
ま
す
が
、
民
生
委

員
は
次
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て

い
ま
す
。

ー
、
生
活
保
護
の
申
請
相
談
。

2
、
家
庭
内
K
病
人
が
い
て
生

活
に
図
る
場
合
の
医
療
相
談
。

3
、
生
活
保
護
の
変
更
、
停
止

及
び
日
開
止
な
ど
の
相
談
。

4
、
身
体
障
害
、
精
神
薄
弱
者

相

談

は

秘

密

を

守

る
前
記
の
乙
と
で
相
談
し
た
い

乙
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
え
ん

り
ょ
な
く
担
当
の
民
生
委
員
ま

で
申
し
出
て
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
相
談
の
内
各
比
つ
い

て
は
秘
密
を
守
り
、
差
別
的
優

先
的
な
取
扱
い
な
ど
な
く
、
実

情
に
あ
っ
た
処
理
を
し
ま
す
。

な
お
、
民
生
委
員
の
担
当
地

区
は
次
の
と
お
り
で
す
。

〔
我
孫
子
地
区
U

V
土
谷
津
、
久
寺
家
H
飯
塚
美

知、

wv
根
一
一
戸
リ
宇
田
川
吉
田
作
、

V
新
宮
西
部
れ
れ
増
田
孝
子
、

V

新
宮
東
部
H
寺
沢
伊
久
、

V
常

盤
商
部
H
H
日
暮
近
歳
、

V
常
盤

東
部
Hs野
口
み
つ
、

V
本
町
西

部
H
関
野
し
づ
、

V
本
町
東
部

H
H
小
熊
佐
久
、

V
白
山
一
(
東

北
部

)
l山
高
敬
信
、
臼
山
一

(
南
北
部

)
H松
本
ハ
ツ
エ
、

V
白
山
二
日
横
山
た
け
、

V
緑

北
部
H
H
問
自
信
勝
、
亨
緑
南
部

川
川
渡
辺
遇
、
曹
v
寿
北
部
リ
鈴
木

千
代
、

V
寿
東
部
日
小
熊
政
一

V
栄
H
二
階
堂
経
夫
、

V
並
木

東
部
M
M
茂
手
木
千
鳥
、

V
並
木

西
北
部
H
山
田
ア
サ
、

V
柴
埼

H
須
柑
開
反
政
、

wv
青
山
H
中
村

敏
夫
、
V
下
ヶ
一
一
円
日
渡
辺
俊
雄

V
高
野
山
H
成
毛
義
信
、

V
天

王
台
、
古
川
我
孫
子
H
篠
原
三
二

曹
関
発
一
一
戸
、
都
部
、
部
部
新
田

川
川
中
村
昇
、

〔
湖
北
地
区
U

V
巾
時
上
北
滞
日
今
井
国
堆
、

マ
巾
隙
上
南
部
H
H
春
場
国
一
、

V
巾
峠
下
北

mn秋
谷
き
い
、

マ
中
峠
下
南
部
H
飯
塚
く
ま
、

V
湖
北
A
U
H
M
石
井
山
伍
、

V
中

堅
西
部
H
浅
井
治
四
郎
、

V
中

里
東
部
HH中
村
八
重
、

V
朝
日

商
北
部
M
M
海
老
原
与
四
郎
、

V

朝
日
東
南
部
u
H
回
日
新
蔵
、

V

新
木
H
U
秋
元
節
。

〔
布
佐
地
区
〕

V
布
佐
台
H
成
山
正
倍
、

V
布

佐
下

l
斎
藤
利
一
、

V
布
佐
東

(
北
部
)
日
足
立
俊
嶺
、

V
布

佐
東
(
中
部
〉

H
石
井
保
治
、

V
布
佐
東
(
南
部
)
H
n
筏
臨
問
題

、
V
都
市
問
北
部
u
n中
村
文
雄
、

V
都
東
南
部
H
H
松
島
静
江
。

所得税

確
定
申
告
の
ま
ち
が
い
に

更
正
請
求
書
を
提
出

所
得
税
の
確
定
申
告
は
も
う

お
す
み
で
す
か
。
所
得
税
の
確

定
申
告
の
提
出
期
限
は
三
月
十

五
日
ま
で
で
す
。

し
か
し
、
乙
の
期
間
ま
で
に

提
出
し
た
限
定
申
告
書
の
内
容

に
計
算
違
い
な
ど
な
い
か
お
手

元
の
授
で
も
う
一
度
強
め
て
み

ま
し
ょ
う
。
も
し
間
違
い
が
あ

っ
た
と
き
は
早
速
次
の
手
続
を

し
て
く
.
た
さ
い
。

申
告
額
が
多
す
ぎ
た
場
合

税
務
饗
で
更
正
請
求
書
の
用

紙
を
も
ら
っ
て
四
月
十
五
日
ま

で
(
三
月
の
税
制
改
正
で
五
月

十
五
日
に
な
る
見
込
み
)
に
更

正
請
求
を
し
て
く
だ
さ
い
。
税

務
署
で
は
そ
の
内
容
を
剖
調
査
し

て
請
求
の
理
由
が
正
し
い
ζ
と

が
わ
か
っ
た
場
合
は
、
約
め
す

ぎ
た
税
金
を
返
す
乙
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

申
告
額
が
少
な
か
っ
た
場
合

税
務
署
で
修
正
申
告
の
用
紙

を
も
ら
っ
て
早
速
修
正
申
告
と

納
税
を
し
て
〈
ピ
さ
い
。

ζ

の

う
言
葉
が
今
で
も
時
々
的
わ
れ

て
お
り
古
す
。
乙
れ
が
江
一
戸
時

代
に
な
る
と
見
せ
も
の
の
認
類

私
た
ち
は
映
爾
、
お
芝
府
、
プ
が
多
く
な
り
、
州
袋
、
終
わ
ざ

ロ
野
球
、
演
芸
、
そ
れ
K
背
集
会
人
形
ヌ
服
、
歌
鍔
伎
な
ど
が
行

な
ど
に
出
か
け
た
と
き
入
場
料
わ
れ
ど
れ
も
漁
業
と
し
て
入
場

を
払
い
ま
す
。

ζ

の
入
場
料
K

料
を
取
っ
て
見
せ
ろ
と
い
う
、

は
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
入
場
税
1

い
わ
ゆ
ろ
「
興
行
」
の
形
を
と

が
入
っ
て
い
ま
す
。
乙
の
入
場
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

料
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
払
う
よ
う
の
「
運
上
L

己
の
当
時
の
税

に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

9

金
は
、
「
運
上
」
と
い
わ
れ
て

百
年
ヤ
ら
い
前
の
平
安
時
代
の
い
ま
し
た
が
、

ζ
れ
は
興
菜
主

「
能
」
は
、
演
じ
る
人
が
天
主
が
収
入
を
得
た
乙
と
に
よ
っ
て

や
お
守
に
か
か
え
ら
れ
入
場
料
約
め
ま
し
た
か
ら
「
出
版
税
」

金
を
取
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
あ
っ
て
入
場
税
と
は
少
し
述

。
「
勧
進
元
L

鎌
倉
時
代
、
い
ま
す
。

室
町
時
代
に
な
る
と
、
勧
進
興
。
「
入
場
税
」
現
侃
山
入
場

行
と
い
っ
て
お
寺
や
神
社
、
そ
税
の
仕
組
み
は
映
州
な
ど
を
見

れ
に
橋
な
ど
公
の
も
の
を
修
理
る
人
が
税
金
を
任
問
し
、
入
場

す
る
質
問
に
あ
て
る
た
め
入
場
料
金
と
い
っ
し
ょ
に
払
い
映
凶

料
金
を
と
り
ま
し
た
o
E
の
名
館
仕
ど
は
集
っ
た
税
を
ま
と
め

残
り
と
し
て
「
勧
進
元
」
と
い
て
税
務
署
に
払
い
ま
す
。

ζ

の

l
t
}
1
、l
l
t
t
}
}
}
}
〉
}
)
}
}
〉
}
〉
}
}
、
e
t
-
-
P
〉)〉)、
{
(
{
(
t
，、{
(
l

修
正
申
告
は
、
い
つ
で
も
従
山
広
戦
あ
ぴ
乙
コ
月
十
パ
日
い
り
で

す
る
ζ

と
が
で
き
ま
す
。
向
主
的
告
書
の
羽
山
崎
市
立
印
刷
、
巾
止
は
ね

的
に
修
正
申
告
を
し
た
場
合
談

ω日
間
同
ほ
ど
お
川
ら
せ
，
d

引で

は
、
税
務
壌
の
剥
資
を
受
け
て
す
が
、
そ
の
際
住
民
税

ω受
付

か
ら
更
正
さ
れ
に
り
、
修
正
巾
と
制
時
に
事
業
税
、
所
得
税
の

告
を
し
に
旧
制
合
に
比
べ
る
と
過
磁
定
申
告
書
の
受
付
も
い
た
し

少
申
告
加
算
税
な
ど
の
取
扱
い
て
お
り
正
す
の
で
足
非

h

じ
利
川

の
う
え
で
有
利
に
な
り
ま
す
。
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
確
定
申
告
は
一
二
月
も
う
す
ぐ
一
年
生

十
五
日
で
す
が
、
期
限
内
に
申

告
で
き
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
二
月
中
に
行
わ
れ
た
印
刷
威
、

て
、
放
っ
て
お
い
て
は
延
滞
税
引
ヌ
テ
リ
ア
の
予
防
持
派
も
す

な
ど
が
加
算
さ
れ
ま
す
か
ら
、
ん
で
い
よ
い
よ
、
あ
と
一
カ
月

ま
す
ま
す
損
に
な
り
ま
す
o

期
で
、
小
学
校
あ
ろ
い
は
中
学
校

限
後
で
も
自
分
か
ら
申
告
し
た
へ
入
学
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

場
合

κは
、
抽
出
偶
者
控
除
や
扶
ま
す
。
最
近
は

F
附
間
後
湿
の
お

養
者
探
除
な
ど
の
諸
搾
徐
も
認
か
げ
で
、
各
種
の
病
気
K
か
か

め
ら
れ
る
ζ

と
に
な
り
ま
し
た

1
i

か
ら
、
い
ず
れ
に
せ
よ
申
告
さ

れ
た
万
が
お
と
く
で
す
。

入
場
税
の
歴
史

住
民
申
告
は

3
月
何
日
ま
で
に

皆
様
ご
存
知
の
よ
う
に
今
年

の
税
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
住

民
税
の
申
告
古
提
山
期
限
は
所

得
税
限
定
巾
告
の
場
合
と
同
じ

三
月
十
五
日
〆
切
と
な
り
ま
し

た
。
叉
所
得
税
の
際
定
申
告
を

さ
れ
た
万
は
位
民
税
、
事
業
税

の
申
告
は
し
な
く
て
も
よ
く
な

り
ま
し
た
。
申
告
に
つ
い
て
は

よ
う
な
仕
組
に
な
っ
た
の
は
昭

和
十
三
年
の
ζ

と
で
す
が
、
そ

の
当
時
の
税
率
は
十
パ
ー
セ
ン

ト
で
、
そ
の
後
だ
ん
だ
ん
高
く

な
り
、
終
戦
直
後
は
な
ん
と
一
一

宮
臼
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
た
乙
と

も
あ
り
在
す
。
そ
の
後
だ
ん
だ

ん
税
率
が
下
が
り
い
主
で
は
寸

パ
ー
セ
ン
ト
K
一
氏
り
、
そ
の
う

え
入
湯
料
が
三
十
円
以
ド
の
と

き
は
税
金
が
か
か
ら
な
い
乙
と

に
な
り
ま
し
た
。

0
1大
切
な
入
場
勢
の
半
券
」

乙
の
入
場
料
金
を
払
う
と
き
に

守
っ
て
い
た
，
に
き
た
い
乙
と

は
、
入
口
で
キ
ヴ
ブ
の
半
分
を

必
ず
受
け
取
っ
て
い
た
行
く
ζ

と
で
す
り
キ
グ
プ
の
数
は
前
も

っ
て
税
昨
日
署
で
調
べ
て
あ
り
、

キ
ッ
プ
が
切
ら
れ
た
だ
け
入
院
均

税
が
国
K
約
め
ら
れ
ろ
ζ

と
に

な
る
か
ら
で
す
。

る
と
と
が
少
く
日
り
ま
し
た

が
、
新
し
い
学
校
生
活

κ慣
れ

さ
せ
る
た
め
、
次
の
事
柄
に
つ

い
て
、
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

一
、
規
則
正
し
い
生
活
リ
起
床

食
事
、
純
度
等
時
間
の
観

念
を
は
っ
き
り
さ
せ
ま
し

ド
ホ
ヤ
丹
ノ
ロ

一
、
衛
生
的
な
羽
目
的
U
手
洗
い

う
が
い
の
励
行
、
厚
者
を

さ
せ
な
い
、
偏
食
に
な
ら

な
い
よ
う
、
テ
レ
ビ
の
見

過
ぎ
に
な
ら
住
い
よ
う
。

一
、
交
通
事
抜
防
止
U
正
し
い

歩
行
、
横
断
歩
道
、
踏
切

の
法
怠
、
自
転
一
阜
通
学
の

場
合
の
山
意

以
上
の
よ
う
な
ζ
と
を
何
も
か

も
一
度
に
是
正
し
よ
う
と
し
て

も
無
理
で
す
か
ら
家
議
会
員
で

協
力
し
て
、
改
め
て
ゆ
く
よ
う

に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

環
境
衛
生
織
員
募
集

環
境
衛
生
除
貝
を
次
の
と
お

り
募
集
し
ま
す
。

記

V
募
集
人
員

環
境
衛
生
運
転
手
一
名

消

制

運

転

手

三

名

甲
給
与
、
待
遇

給
与
、
待
遇

κつ
い
て
は
保

健
課
城
貝
係
に
、
職
務
内
容

K
つ
い
て
は
保
健
課
衛
生
係

κ問
い
合
せ
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
臨
時
間
脂
用
期
間
(
約

半
年
間
)
後
は
職
員
採
用
の

途
が
あ
り
ま
す
。

V
申
し
込
み

三
月
二
十
日
ま
で
に
履
歴
書

を
提
出
し
て
く
.
に
さ
い
。

面
接
の
う
え
、
採
用
の
者

κ

つ
い
て
は
、
十
日
以
内
K
通

知
し
ま
す
。

祝
祭
日
の
ゴ
ミ
収
集

前
日
か
翌
日
に
変
更

祝
祭
日
の
と
み
無
料
収
集
は

今
後
前
日
、
叉
は
裂
日
の
平
日

に
収
集
い
た
し
ま
す
。

一
ニ
月
二
十
一
日
(
春
分
の
日

は
到
す
日
二
十
二
日
比
収
集
い
た

し
ま
す
。育

児
相
談

三
月
の
定
例
育
児
相
談
は
、

次
の
日
程
で
行
い
ま
す
。
家
族

計
画
も
表
函
は
繍
認
に
普
及
さ

れ
て
い
る
か
の
感
じ
で
す
が
、

例
人
的
に
は
ま
だ
ま
だ
問
題
が

あ
る
よ
う
で
す
。
家
族
計
画
の

相
談
も
大
い
に
C
利
用
く
だ
さ

し
な
お
我
孫
子
地
区
会
場
は
、

中
央
公
民
館
応
変
更
し
ま
し
た

一
の
で
C
注
意
く
だ
さ
い
。

V
第
二
金
曜
会
一
月
十
日
)
布

佐
支
所

V
第
一
ニ
金
限
会
一
月
十
七
日
)

中
峠
上
青
年
館

V
第
四
金
照
会
一
月
二
十
四
日

我
孫
子
町
中
央
公
民
館

時
間
は
い
ず
れ
も
十
時

t
一一一

時
ま
で
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